
市議会議員の議員報酬額及び減額措置等の状況

【報告事項】

年度 議長 副議長 議員 議長 副議長 議員

H13 728,000円 664,000円 621,000円

14

15

17

18

20

21

　費用弁償（日額５，０００円）は、平成１９年４月１日から廃止しました。

807,000円 《875,000円》
（約10%減）

《782,000円》
（約10%減）

《722,000円》
（約10%減）

減額措置を実施　H23.4.1～H23.11.30

特別職報酬等審議会の結果

※市議会議員が本会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席したときに支給されていた

16

977,000円
（5.1％減）

873,000円
（5.1％減）

920,000円
（38.6％増）

22

19

議会の措置状況

　※　減額措置を実施　H16.7.1～

《807,500円》
（5%減）

《927,000円》 《855,600円》 《807,500円》

《927,000円》
（10%減）

《855,600円》
（7%減）

　　継続

807,000円
（5.1％減）

977,000円 873,000円

850,000円
（36.9％増）

1,030,000円
（41.5％増）

減額措置を実施せず

議員報酬の増額改定　H16.7.1～

議員報酬の減額改定　H20.1.1～ 本則の議員報酬額に移行 H20.1.1～

減額措置を実施せず


